
 

 

  

 

平成 20 年 7月 18 日 

各 位  

不動産投資信託証券発行者名 
大 阪 市 北 区 茶 屋 町 1 9 番 1 9 号 
阪 急 リ ー ト 投 資 法 人 

代 表 者 名 
執  行  役  員   山 川  峯 夫 

（コード番号：8977） 
資産運用会社名 

阪 急 リ ー ト 投 信 株 式 会 社 
代 表 者 名 

代表取締役社長   山 川  峯 夫 
問 合 せ 先 

   Ｉ   Ｒ  部  長   夏 秋  英 雄 
TEL. 06-6376-6823 

 

 

規約の変更及び役員の選任に関するお知らせ 

 

本投資法人は、本日開催の役員会におきまして、下記の規約の変更及び役員の選任について、平成 20 年 8

月 28 日に開催される本投資法人の第 4回投資主総会（以下、「本投資主総会」といいます。）に付議すること

を決議いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、下記記載の規約の変更及び役員の選任は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。 

 

記 

 

１． 規約変更の理由及び内容について 

 （１）証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律

の整備等に関する法律の施行による、投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」といい

ます。）その他投資法人に関わる法令が整備・改正されたこと等に伴い、参照条文、語句等の整理を

行うものであります。（現行規約第３条、第４条、第 13 条、第 22 条、第 29 条第２項第４号、第５

号、第６号、第３項第２号、第３号、第４号、第４項第５号、第６号、第８号、第９号、第 10 号、

第 11 号、第 12 号、第 13 号、第 14 号、第 15 号、第 30 条、第 32 条第１項第２号、第３号、第６号、

第７号、第８号、第２項柱書、第２号、第 34 条第３項、第 36 条第１号①、第 37 条、第 40 条第１

項、第 41 条、第 11 章、別紙関係） 

 （２）平成 19 年の税制改正にて租税特別措置法第 67 条の 15 第９項以下が削除されたことにより、特定目

的会社の優先出資証券の全部を取得した場合の除外規定が廃止されたことに伴い、該当条文を削除す

るものであります。（現行規約第 28 条第２項関係） 

 （３）租税特別措置法施行令が改正され、投資法人に係る課税の特例適用を受けるための要件の一つであ

る借入先の定義が変更される等の改正があったことに伴い、当該定義の変更その他必要な字句の修正

を行うものであります。（現行規約第 34 条第３項関係） 

 （４）平成 20 年の税制改正にて租税特別措置法施行令第 39 条の 32 の３第７項が改正されたことにより、

利益配当等を損金に算入する要件の一つである借入先の定義が変更される等の改正があったことに

伴い、当該定義の変更その他必要な字句の修正を行うものであります。（現行規約第 34 条第３項関

係） 
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 （５）デリバティブ取引の資産評価の際に、特例処理を適用するために必要となる要件を明確化するため

の修正を行うものであります。（現行規約第 32 条第１項第６号関係） 

 （６）その他、字句の修正を行うとともに、条文の整備等のために所要の変更を行うものであります。（現

行規約第１条、第２条、第５条第２項、第３項、第 12 条、第 14 条、第 16 条、第 18 条、第 20 条、

第 23 条第１項、第 24 条、第 25 条、第 29 条第５項第３号、第 32 条第１項柱書、第 34 条第１項、第

36 条第１号②、第３号、第 38 条、別紙関係） 

 

  （規約変更の詳細につきましては、添付「第 4回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。） 

 

２. 役員の選任について 

   執行役員山川峯夫、監督役員宇多民夫及び堀之内清孝は、平成 20 年 12 月 3 日をもって任期満了とな

りますが、平成 20 年 8月 31 日をもって一旦辞任したい旨の申出があったため、あらためて平成 20 年 9

月 1日付での執行役員 1名及び監督役員 2名の選任に関する議案を、本投資主総会に提出いたします。 

   また執行役員及び監督役員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員 1 名及び

補欠監督役員 1名の選任に関する議案を提出いたします。 

 

  （役員選任に関する詳細につきましては、添付「第 4回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。） 

 

３. 日程 

平成 20 年 7月 18 日   役員会にて本投資主総会提出議案を決議 

平成 20 年 8月 08 日   本投資主総会招集通知発送（予定） 

平成 20 年 8月 28 日   本投資主総会開催、規約変更及び役員選任議案を付議(予定) 
 
 

以 上 

 

＊ 本資料の配布先：兜倶楽部、大阪証券記者クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 

＊ 本投資法人のウェブサイト http://www.hankyu-reit.jp/ 

 

＜添付資料＞ 

 ・参考資料  第 4回投資主総会招集ご通知 
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